宣誓・同意書【創業型】
（様式６）


小規模事業者持続化補助金＜創業型＞（以下、「本補助金」という。）の申請に伴い、次の１～５までのいずれにも宣誓し、6～11までのいずれにも同意します。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、本補助金交付規程（以下、「交付規程」という。）第９条に基づく交付決定を受けていない場合は本補助金の申請を辞退し、交付規程第９条に基づく交付決定を受け補助事業を実施している又は補助事業は完了したが補助金の支払を受けていない場合は交付規程第１５条に基づく補助事業の廃止の申請を行い、交付規程第２０条に基づく補助金の支払いを受けていた場合は速やかに小規模事業者持続化補助金＜創業型＞事務局（以下、「事務局」という。）に返還します。

1．交付規程および事務局又は事務局が本補助金に係る事務を委託した者が定める公募要領（以下、「交付規程等」という。）に定める補助対象要件を満たしていること
２．小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として、公募要領別紙の「参考資料」に定める「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に掲げる者のいずれにも該当しないこと
３．本補助金の申請内容全てに虚偽がないこと
４．自ら自社の経営を見つめなおし、自ら経営計画・補助事業計画を作成していること
５．「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為に加担していないことおよび今後も加担しないこと
６．交付規程第２２条に基づき、事務局が行う是正措置の命令および事務局および独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）理事長の指定する者による立入検査等について応じること
７．提出した申請内容に記載された情報が本補助金の事務等のために第三者に提供される場合（補助対象要件の充足性を判断するために中小企業庁、事務局および中小機構が申請者の申請内容に記載された情報を第三者に提供する場合を含む。）および本補助金の交付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合（補助対象要件の充足性を判断するために中小企業庁、事務局および中小機構が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。）があること
８．補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金の受給者立ち会いのもと事業に係る取引先（委託先、外注（請負）先以降を含む。）や補助金の受給者に対し現地調査等を実施すること
９．第三者（商工会・商工会議所を除く）へアドバイス料金の支払いをする場合、アドバイスの実施者に対して、ヒアリングや現地調査を行う場合があること
１０．補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた情報は、公募要領別紙の「参考資料」に定める「中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー」に則り、効果的な政策立案や経営支援等（申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等）のために、行政機関（中小企業庁・経済産業省）やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があること
１1．交付規程等に従うこと
　　年　　月　　日
法人名（法人の場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者又は個人事業主の氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

